
合言葉：「 思いやりをもって、 未来へチャレンジ 」

令和５年度 久留米市立大城小学校だより
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久留米市小中学校ＰＴＡ連合協議会スマホ宣言
５月１１日、久留米市小中学校ＰＴＡ連合協議会定期総会において、小坪眞也会長

より提案された久留米市ＰＴＡ連合協議会“スマホ宣言∼親子の対話、大人の学び∼”が

承認されました。後に、皆様のお目に触れることとなりますが、宣言文を紹介します。

Ⅰ 子供が使用するスマホ等を管理と責任は保護者が負います。

Ⅰ スマホ等の上手な使い方を大人が率先して学びます。

Ⅰ 家庭内での対話や団らんを優先し、子供と一緒に家庭でのルールづくりに努めます。

スマホさえ渡しておけば、子どもたちはゲームやＳＮＳに夢中になり、一時は静かに

過ごせるかもしれません。ただ、子ども任せでは、対人トラブルや犯罪に巻き込まれる

等に発展する可能性もあります。何より家庭においては、家族との対話と団らんです。

学校でも、ネット依存防止等に向けた学習は位置付けています。今後はこの宣言を受

け入れ、引き続き家庭での実践をお願いします。“自分のところだけは大丈夫だ”とい

った根拠のない安心は、大変危険です。ぜひ、家庭でのルール確認を。

勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし
先日、ある雑誌でこの言葉が目に留まりましたので、ここで少し紹介します。

この言葉は、プロ野球で南海、ヤクルト、阪神、楽天で監督をし、2020年 2月 84 歳

でなくなった名将野村克也監督の名言です。原典は、18 世紀に現在の長崎県の平戸藩主
であった松浦静山(1760～ 1841)の言葉と言われています。負ける時は、負けにつながる
必然的な要因があるが、どうして勝ったのかどうも思い当たらないという不思議な勝ち

もあるということです。

自らの指導をふり返えると、“負けるに不思議な負けなし”には思い当たる点があり

ます。教師の立場では、“負ける”＝“指導が上手くいかない”です。若い頃は、指導

が上手くいかないのは子ども側に問題があると思いがちでした。しかし、１番の悪因は

指導がその子にとって適切な内容でなかったり、その子の実態に合った伝え方でなかっ

たりと、教師の専門性が発揮された指導ではなかったのではと、現在は自省しています。

家庭教育も同様、子どもの健やかな成長には適切な支援が必要です。“自分が変われ

ば相手も変わる”という言葉もあります。支援が上手くいかない時、私たち大人は常に

考え方や姿勢を変え、子どもが素直に受け入れられる指導・支援を心がけたいものです。



コミュニティスクール制度の導入
久留米市教育委員会は、令和６年度から市内の全小学校でコミュニティスクール制度

を順次導入するとの計画を示しています。制度導入により、例えば、「地域学校協議会」

は「学校運営協議会」と名称を変え、これまでと立場や役割が少し変わります。

その仕組みや変更点については、これから学校通信等で少しずつ説明していきます。

端的に言えば、この制度により、“学校も地域もＷＩＮ・ＷＩＮ”の関係を目指すとい

うことです。

“学校にとってのＷＩＮ”は、以前より学校教育目標の実現に向け、地域学校協議会

の力を借りながら、地域の人的支援・物的支援を受けてきました。お陰様で、学習環境

が豊かになり、子どもたちの成長において十分な成果を挙げています。

一方、“地域にとってのＷＩＮ”は、「地域の未来の人材を育てる」という目標の実現

に向け、これまでの教育活動に、地域の人とのつながり、地域の人の生きがいづくり、

地域の活性化といった意義も加味した活動に変えるということになります。

そこで、「学校運営協議会」では、学校と地域とで目標やビジョンを共有し、これま

での教育活動を、両者にとって価値のある活動へと付加・修正していく話し合いをする

のです。

この件については、先日行った地域学校協議会の中で説明しています。本格的導入に

は道半ばですが、ＰＴＡの皆様にも、時折場を設け説明をしていく予定です。

大城小学校や地域（校区）の実態に合ったコミュニティスクールの実現を目指して、

ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

心に染みる一言
「やりたいことは、やらなければならないことの向こう側にあるんだよ」

「基礎的な生活習慣を身につけさせること」と「反復練習」(百ます計算)教育法で有名な教育実践家

隂山英男

【６月・７月の主な行事予定】
月 日 曜日 主 な 行 事
６ ２ 金 修学旅行１日目・1年生親子ふれあい給食

３ 土 修学旅行２日目
５ 月 ６年生振替休日
18 日 再資源回収
20 火 5年生福岡県学力調査
25 土 再資源回収 予備日

７ ３ 月 特別時制（評価期間）～１４日
６ 木 不審者対応訓練
13 木 学級懇談会・ＰＴＡ役員会
17 月 海の日
19 水 学団会
20 木 終業式


